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は
じ
め
に

　

一
九
七
二
年
、
山
東
省
臨り

ん

沂ぎ

県
の
銀
雀
山
漢
墓
か
ら
約
五
千
枚
の
竹
簡
が
出
土
し
た）

1
（

。
そ
こ
に
は
『
孫
子
兵
法
』『
孫
臏
兵
法
』『
六

韜
』『
尉
繚
子
』『
晏
子
』
な
ど
先
秦
時
代
の
古
書
お
よ
び
前
漢
武
帝
期
の
『
元
光
元
年
暦
譜
』
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
は
整
理
・
釈
読
作
業
が
進
め
ら
れ
、
一
九
七
五
年
に
は
一
部
の
文
献
の
釈
文
が
公
開
さ
れ
た）

2
（

。
ま
た
、

一
九
八
五
年
に
は
再
び
そ
れ
ら
を
整
理
し
編
集
し
直
し
た
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕）

3
（

』（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
、
文
物
出

版
社
、
九
月
）
や
、
未
整
理
の
状
態
で
は
あ
る
も
の
の
全
竹
簡
の
釈
文
を
掲
載
し
た
呉
九
龍
『
銀
雀
山
漢
簡
釈
文
』（
文
物
出
版
社
、

一
二
月
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
状
況
を
受
け
て
、
と
り
わ
け
『
孫
子
兵
法
』
や
『
孫
臏
兵
法
』
に
関
す
る
検
討
が
進
め
ら
れ
、
中
国

古
代
兵
学
研
究
に
お
い
て
一
定
の
成
果
を
収
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
二
〇
一
〇
年
一
月
、
第
一
輯
の
刊
行
か
ら
二
五
年
の
歳
月
を
経
て
、
つ
い
に
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』（
文
物
出
版
社
）

が
出
版
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
に
所
収
の
文
献
「
兵
之
恒
失
」
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
試
み
た
い
。

銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
兵
之
恒
失
」
考
釈

金　

城　

未　

来
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な
お
、「
兵
之
恒
失
」
は
一
九
七
五
年
段
階
で
は
、『
孫
臏
兵
法
』
下
編
中
の
一
篇
「
兵
失
」
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
た
文
献
で
あ

る）
4
（

。
し
か
し
そ
の
後
、
篇
題
木
牘
の
発
見
に
よ
り
『
孫
臏
兵
法
』
か
ら
除
外
さ
れ
、「
論
政
論
兵
之
類
」
五
〇
篇
中
の
一
篇
「
兵
之
恒

失
」
と
し
て
再
編
さ
れ
た
。

　

本
稿
で
は
ま
ず
、「
兵
之
恒
失
」
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
正
確
な
釈
文
の
作
成
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
次
い
で
、
そ
の
釈

文
を
基
に
、
本
篇
の
文
献
的
性
格
や
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と
し
た
い
。

一
．「
兵
之
恒
失
」
の
全
体
構
成

　

本
章
で
は
、「
兵
之
恒
失
」
が
ど
の
よ
う
な
文
献
で
あ
る
か
を
把
握
す
る
た
め
、
ま
ず
先
行
研
究
と
書
誌
情
報
と
を
示
す
。
次
い
で

「
兵
之
恒
失
」
の
釈
読
を
行
い
、
そ
の
排
列
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
点
を
指
摘
す
る
。

先
行
研
究

　

先
述
の
と
お
り
「
兵
之
恒
失
」
は
以
前
、『
孫
臏
兵
法
』
の
一
篇
で
あ
る
「
兵
失
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
た
。『
孫
臏
兵
法
』「
兵

失
」
の
先
行
研
究
（
訳
注
）
に
は
、
以
下
の
文
献
が
あ
る
。

　

・
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡 
孫
臏
兵
法
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
二
月
）

　

・
金
谷
治
訳
注
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡 

孫
臏
兵
法
』（
東
方
書
店
、
一
九
七
六
年
、
七
月
）

　

・
張
震
澤
『
孫
臏
兵
法
校
理
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
、
一
月
）

　

・
鄧
沢
宗
『
孫
臏
兵
法
注
釈
』（
解
放
軍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
三
月
）

　

な
お
、
本
稿
執
筆
の
時
点
で
は
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
に
再
編
さ
れ
た
「
兵
之
恒
失
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
検
討
を
試
み
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た
研
究
は
い
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
「
兵
失
」
の
訳
注
や
通
釈
を
参
考
に
、
以
下
「
兵
之
恒
失
」
の
釈
文
お
よ
び

内
容
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

書
誌
情
報

　

銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
が
原
釈
文
を
作
成
。
第
一
簡
表
面
上
部
に
篇
題
「
兵
之
恒
失
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
竹
簡
は
接
続
不
明

の
残
欠
簡
も
含
め
全
一
五
簡
。
簡
長
は
約
二
七
セ
ン
チ
（
漢
代
の
約
一
尺
二
寸
）。
簡
幅
は
〇
・
五
〜
〇
・
九
セ
ン
チ
、
厚
さ
は
〇
・
一
セ

ン
チ
で
あ
る
。
編
綫
は
三
道
、
簡
端
は
平
斉
。
完
簡
に
は
二
八
〜
二
九
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
状
況
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

（
５
）

（
一
）
釈
読

　

次
に
、
原
釈
文
と
先
行
研
究
と
を
考
慮
し
、
筆
者
の
考
察
を
加
え
て
「
兵
之
恒
失
」
の
釈
読
を
行
う
。

凡
例

・「
釈
文
」
は
旧
字
体
を
使
用
し
、「
訓
読
」
以
下
は
適
宜
常
用
字
体
に
改
め
た
。

・【　

】
は
竹
簡
番
号
を
、
〓
は
重
文
記
号
を
示
す
。
ま
た
、
□
は
判
読
不
明
の
文
字
を
、
…
…
は
竹
簡
の
残
欠
に
よ
り
数
文
字
分
接

1.1

〜1.3cm
12cm

12.2

〜12.5cm

簡
長

　
約

27cm

1.4

〜1.7cm
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続
不
明
の
文
字
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

・﹇　

﹈
は
竹
簡
の
残
欠
部
分
を
文
意
に
よ
り
補
っ
た
箇
所
を
表
す
。
ま
た
（　

）
は
語
句
の
解
説
を
、〔　

〕
は
文
意
を
明
確
に
す
る

た
め
補
足
し
た
箇
所
を
示
す
。
な
お
、「
・
」
は
竹
簡
上
部
に
付
さ
れ
た
文
頭
記
号
を
表
し
て
い
る
。

・
点
線
部
は
、「
兵
之
恒
失
」
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
接
続
不
明
の
残
欠
簡
を
表
す
。

釈
文

兵
之
恒
﹇
失

〉
1

語
注〈﹈【

01
】

・
兵
之
恒
失
、
政
爲
民
之
所
不
安
爲
…
…
【
02
】

・
欲
以
敵
國
之
民
之
所
不
安
、
正
俗
所
…
…
之
兵
也
。
欲
以
國
﹇
兵
【
03
】
之
所
短
﹈、
難
敵
國
兵
之
所
長
、
耗
兵
也
。
欲
强
多
國
之

所
寡
、
以
應
敵
國
之
所
多
、
速

〉
2

語
注〈（

屈
）【
04
】
之
兵
也
。
備
固
、
不
能
難
敵
之
器
用
、
陵
兵
也
。
器
用
不
利
、
敵
之
備
固
、
挫
兵

也
。
兵
不
【
05
】
稱
、
内
疲
之
兵
也
。
多
費
不
固
□
…
…
【
06
】
…
…
﹇
兵
不
能
﹈
長
百
功
、
不
能
大
者
也
。
兵
不
能
昌
大
功
、
不

知
會
者
也
。
兵
失
民
、
不
知
過
者
【
07
】
也
。
兵
用
力
多
功
少
、
不
知
時
者
也
。
兵
不
能
勝
大
患
、
不
能
合
民
心
者
也
。
兵
多
悔
、

信
【
08
】
疑
者
也
。
兵
不
能
見
禍
福
於
未
形
、
不
知
備
者
也
。
兵
見
善
而
怠
、
時
至
而
疑
、
去
非
而
【
09
】
處
邪
、
是
〓 

而
弗
能

居
、
不
能
斷
者
也
。
…
…
【
10
】
使
天
下
利
其
勝
者

〉
3

語
注〈也

【
11
】。

　

…
…
□
兵
不
能
【

】

　

…
…
□
者
也
、
善
陣
、
知
背
嚮
、
知
地
形
【

】、
而
兵
數
困
、
不
明
於
國
勝
兵
勝
者
也
。
民
不
志
、
衆
易
敝
…
…
【

】

　

…
…
司
利
、
兵
之
勝
理
不
見
、
敵
難
服
、
兵
尚
淫
天
地
【

】
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訓
読

兵
の
恒
﹇
失
﹈【
01
】

・
兵
の
恒
失
は
、
政
、
民
の
安
ん
ぜ
ざ
る
所
を
為お

さ

め
、
為
…
…
【
02
】

・
敵
国
の
民
の
安
ん
ぜ
ざ
る
所
を
以
て
、
俗
の
…
…
す
る
所
を
正
さ
ん
と
欲
す
る
は
、…
…
の
兵
な
り
。
国
﹇
兵
【
03
】
の
短
な
る
所
﹈

を
以
て
、
敵
国
の
兵
の
長
ず
る
所
を
難
ぜ
ん
と
欲
す
る
は
、
耗
兵
な
り
。
強
い
て
国
の
寡
き
所
を
多
し
と
し
て
、
以
て
敵
国
の
多
き

所
に
応
ぜ
ん
と
欲
す
る
は
、
速

【
04
】
の
兵
な
り
。
備
え
固
け
れ
ど
、
敵
の
器
用
を
難は

ば

む
こ
と
あ
た
わ
ざ
る

〉
4

語
注〈は

、
陵
兵
な

〉
5

語
注〈り

。
器

用 

利
な
ら
ざ
る
に
、
敵
の
備
え
固
き
は
、
挫
兵
な
り
。
兵
【
05
】
称か

な

わ
ざ
る
は
、
内
疲
の
兵
な
り
。
費
す
こ
と
多
け
れ
ど
、
□
を

固
く
せ
ず
…
…
【
06
】
…
…
﹇
兵
﹈
百
功
を
長
ず
る
こ
と
﹇
能
わ
ざ
る
は
﹈、
大
な
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
な
り
。
兵 

大
功
を
昌
ん
に

す
る
こ
と
能
わ
ざ
る

〉
6

語
注〈は

、
会
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
兵 

民
を
失
う
は
、
過
ち
を
知
ら
ざ
る
者
【
07
】
な
り
。
兵 

力
を
用
い
る
こ
と

多
け
れ
ど
功 

少
き
は
、
時
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
兵 

大
患
に
勝
つ
こ
と
能
わ
ざ
る
は
、
民
心
を
合
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
な
り
。

兵 

悔
ゆ
る
こ
と
多
き
は
、
疑
わ
し
き
を
信
ず
る
【
08
】
者
な

〉
7

語
注〈り

。
兵 

禍
福
を
未
だ
形あ

ら
われ

ざ
る
に
見
る
能
わ
ざ
る

〉
8

語
注〈は

、
備
え
を
知
ら

ざ
る
者
な
り
。
兵 

善
を
見
れ
ど
も
怠
り
、
時 

至
れ
ど
も
疑
い
、
非
を
去
れ
ど
も
【
09
】
邪
に
処
り
、
是ぜ

を
是ぜ

と
す
れ
ど
も
居
る
こ

と
能
わ
ざ
る
は
、
断
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
な

〉
9

語
注〈り

。
…
…
【
10
】
天
下
を
し
て
其
の
勝
を
利
せ
し
む
る
者
な
り
【
11
】。

　

…
…
□
兵
…
…
能
わ
ず
【

】

　

…
…
□
者
な
り
。
陣
を
善
く
し
、
背

〉
10

語
注〈嚮

を
知
り
、
地
形
を
知
れ
ど
も
【

】、
兵 

数
し
ば
困
す
る
は
、
国
勝
・
兵
勝
に
明
ら
か
な
ら

ざ
る
者
な
り
。
民 

志
さ
ず
、
衆 

敝つ
か

れ
易
く
…
…
【

】

　

…
…
司
利
、
兵
の
勝
理 

見
え
ず
、
敵 

服
す
る
こ
と
難
く
、
兵 

尚
お
天
地
を
淫
し
【

】
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現
代
語
訳

兵
の
恒
失
（
兵
が
必
ず
失
敗
し
て
し
ま
う
原
因
）

・
兵
が
必
ず
失
敗
し
て
し
ま
う
原
因
は
、
政
治
を
行
う
の
に
民
が
安
心
で
き
な
い
こ
と
を
し
、
…
…

・
敵
国
の
民
が
不
安
に
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
間
一
般
の
…
…
す
る
こ
と
を
正
そ
う
と
す
る
の
は
、
…
…
の
兵
で
あ
る
。
国
〔
兵
の

短
所
〕
に
よ
っ
て
、
敵
国
の
兵
の
優
れ
た
所
を
阻
も
う
と
す
る
の
は
、
耗
兵
（
薄
弱
な
兵
）
で
あ
る
。
無
理
に
国
の
ま
ば
ら
で
脆
弱

な
所
を
充
実
し
た
よ
う
に
〔
見
せ
か
け
〕
て
、
そ
う
し
て
敵
国
の
充
実
し
た
所
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
速
屈
の
兵
（
す
ぐ
に

行
き
詰
ま
る
兵
）
で
あ
る
。
防
備
は
堅
固
で
あ
る
が
、
敵
の
兵
器
を
攻
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
陵
兵
（
侮
ら
れ
る
兵
）
で
あ

る
。
進
攻
の
兵
器
が
鋭
利
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
敵
の
備
え
が
堅
固
で
あ
る
の
は
、
挫
兵
（
挫
折
す
る
兵
）
で
あ
る
。
兵
が
〔
事

の
軽
重
を
〕
計
れ
な
い
の
は
、
内
疲
の
兵
（
疲
弊
す
る
兵
）
で
あ
る
。
浪
費
す
る
こ
と
は
多
い
が
、
□
を
堅
固
に
で
き
な
い
…
…

〔
兵
〕
が
多
く
の
功
績
を
さ
ら
に
伸
ば
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
長
大
に
は
な
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
兵
が
大
き
な
功
績

を
そ
れ
以
上
盛
ん
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
よ
い
機
会
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
兵
が
民
を
失
う
の
は
、
過
ち
を
知
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。
兵
が
〔
兵
〕
力
を
多
く
用
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
功
績
が
少
な
い
の
は
、
時
宜
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
兵
が
大

き
な
困
難
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
民
心
を
一
つ
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
兵
が
よ
く
後
悔
す
る

の
は
、
疑
わ
し
い
こ
と
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
兵
が
禍
福
を
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
内
に
予
測
で
き
な
い
の
は
、
備
え
を
知
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。
兵
が
有
利
な
状
況
を
認
め
な
が
ら
怠
っ
て
進
ま
ず
、
よ
い
時
宜
が
巡
っ
て
き
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
〔
こ
れ
を
〕

疑
い
、
欠
点
を
除
い
て
お
き
な
が
ら
依
然
と
し
て
邪
道
に
お
り
、〔
そ
こ
に
兵
が
い
る
こ
と
が
〕
良
い
と
認
識
し
て
も
〔
そ
こ
に
〕

居
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
決
断
力
の
な
い
も
の
で
あ
る
。…
…
天
下
全
体
に
そ
の
軍
事
的
勝
利
で
恩
恵
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
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…
…
□
兵
は
…
…
で
き
な
い

　

…
…
□
者
で
あ
る
。
陣
立
て
に
巧
み
で
、
布
陣
の
際
に
向
か
う
所
や
背
に
す
る
所
を
知
り
、
地
形
〔
の
優
劣
〕
を
知
っ
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
兵
が
度
々
困
窮
す
る
の
は
、
国
や
兵
の
勝
利
に
精
通
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
民
が
目
標
を
持
っ
て
行
動
せ
ず
、
衆

が
疲
れ
や
す
く
…
…

　

…
…
司
利
、
兵
の
勝
利
が
見
え
ず
、
敵
は
降
服
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
兵
が
な
お
世
界
を
淫
し
…
…

語
注

〈
1
〉 

整
理
者
（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
篇
題
は
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔

〕』
所
収
予
定
の
篇
題
木
牘
に

も
見
え
る
と
い
う
。
篇
題
木
牘
お
よ
び
第
二
簡
冒
頭
部
か
ら
「
失
」
字
を
補
っ
た
。

〈
2
〉 

整
理
者
は
、「
屈
」
を
「
尽
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
整
理
者
が
「
尽
」
と
釈
読
す
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、

張
震
澤
『
孫
臏
兵
法
校
理
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
）
で
は
、「

」
を
「
屈
」
と
通
ず
る
と
し
た
上
で
、『
管
子
』
国
蓄

篇
に
「
出
二
孔
者
、
其
兵
不

」
と
あ
り
、
そ
の
房
玄
齢
注
に
「

、
窮
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「

」
を
「
窮
」
の
意
と

す
る
。
こ
こ
で
は
張
震
澤
氏
の
意
見
に
従
う
。

〈
3
〉 

第
一
一
簡
の
下
部
は
文
字
が
な
く
留
白
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
簡
が
末
簡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

〈
4
〉 

「
備
固
、
不
能
難
敵
器
用
」
に
つ
い
て
整
理
者
は
、
防
御
は
堅
固
で
あ
る
が
、
敵
の
兵
器
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
と

す
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
句
の
「
備
」
字
の
下
に
は
「
不
」
字
が
脱
落
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
る
。

〈
5
〉 

「
陵
兵
」
と
は
、
相
手
に
侮
ら
れ
る
軍
隊
の
意
。『
尉
繚
子
』
攻
権
篇
に
「
疾
陵
之
兵
」
と
あ
る
。

〈
6
〉 

『
逸
周
書
』
王
佩
篇
に
「
昌
大
在
自
克
」
と
あ
る
。
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〈
7
〉 

整
理
者
は
、「
兵
失
民
、
不
知
過
者
也
」
よ
り
以
下
の
一
段
が
次
に
引
く
『
逸
周
書
』
王
佩
篇
の
内
容
と
一
致
す
る
と
述
べ
る
。

「
安
民
在
知
過
、
用
兵
在
知
時
、
勝
大
患
在
合
人
心
、
殃
毒）

6
（

在
信
疑
」。
ま
た
、『
尉
繚
子
』
十
二
陵
篇
に
「
悔
在
於
任
疑
」
と

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

〈
8
〉 

『
逸
周
書
』
王
佩
篇
に
「
見
禍
在
未
形
」
と
あ
る
。

〈
9
〉 

『
逸
周
書
』
王
佩
篇
に
「
見
善
而
怠
、
時
至
而
疑
、
亡
正
処
邪
。
是
弗
能
居
。
此
得
失
之
方
也
。
不
可
不
察
」
と
あ
る
。

〈
10
〉 

「
背
嚮
」
と
は
、
行
軍
や
布
陣
の
際
に
向
か
う
所
、
あ
る
い
は
背
に
す
る
所
を
指
す
。
整
理
者
は
、『
尉
繚
子
』
天
官
篇
に
「
世

之
所
謂
刑
徳
者
、
天
官
・
時
日
・
陰
陽
・
向
背
者
也
…
…
故
按
刑
徳
『
天
官
』
之
陣
曰
、〝
背
水
陣
者
為
絶
地
。
向
阪
陣
者
為

廃
軍
〞」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る）

7
（

。
ま
た
、『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
「
明
於
星
辰
日
月
之
運
、
刑
徳
奇

之
数
、
背
嚮
左
右
之

便
、
此
戦
之
助
也
」
と
あ
り
、『
韓
非
子
』
飾
邪
篇
に
「
初
時
者
、
魏
数
年
東
嚮
攻
尽
陶
・
衛
、
数
年
西
嚮
以
失
其
国
。
此
非

豊
隆
・
五
行
・
太
一
・
王
相
・
摂
提
・
六
神
・
五
括
・
天
河
・
殷
槍
・
歳
星
非
数
年
在
西
也
、
又
非
天
欠
・
弧
逆
・
刑
星
・
熒

惑
・
奎
・
台
非
数
年
在
東
也
。
故
曰
…
…
左
右
背
嚮
不
足
以
専
戦
」
と
あ
る
こ
と
を
記
す
。

 

　

他
に
、『
孫
子
』
軍
争
篇
に
「
故
用
兵
之
法
、
高
陵
勿
向
、
背
丘
勿
逆
」
と
あ
り
、
行
軍
篇
に
「
平
陸
処
易
而
右
背
高
」
と

あ
る
。
ま
た
、『
司
馬
法
』
用
衆
篇
に
「
凡
戦
、
背
風
背
高
、
右
高
左
険
」
と
あ
る
。

（
二
）
竹
簡
の
排
列
に
つ
い
て

　
「
兵
失
」
は
「
兵
之
恒
失
」
と
し
て
改
編
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
竹
簡
の
排
列
に
変
更
が
見
ら
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
排
列

に
ど
の
よ
う
な
変
更
が
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
は
、「
兵
失
」
と
「
兵
之
恒
失
」
と
の
排
列
の
相
違
を
次
に
示
す
。
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【「
兵
失
」
よ
り
削
除
さ
れ
た
箇
所
】

・「
…
…
明
者
也
。」（『
孫
臏
兵
法
』
文
物
出
版
社
、
一
九
七
五
年
二
月
、
一
〇
四
頁
五
行
）

・「
止
道
也
。
貪
而
廉
、
龍
而
敬
、
弱
而
強
、
柔
而
〔
剛
〕、
起
道
也
。
行
止
道
者
、
天
地
弗
能
興
也
。
行
起
道
者
、
天
地
…
…
」

（
同
、
一
〇
四
頁
一
一
行
〜
一
〇
五
頁
一
行
）

【「
兵
之
恒
失
」
へ
の
挿
入
お
よ
び
変
更
箇
所
】

・「
兵
之
恒
失
、
政
為
民
之
所
不
安
為
…
…
」（
第
二
簡
）

・「
…
…
之
兵
也
。
欲
以
国
﹇
兵
之
所
短
﹈」（
第
三
〜
四
簡
）

・「
称
、
内
疲
之
兵
也
。
多
費
不
固
□
…
…
﹇
兵
不
能
﹈
長
百
功
、
不
能
大
者
也
。」（
第
六
〜
七
簡
）

・「
処
邪
、
是
〓

而
」（
第
一
〇
簡
）

・「
善
陣
、
知
背
嚮
、
知
地
形
、
而
兵
数
因
、
不
明
於
国
勝
兵
勝
者
也
。
民
不
志
、
衆
易
敝
…
…
」（
第
一
三
〜
一
四
簡
）

・「
…
…
司
利
、
兵
之
勝
理
不
見
、
敵
難
服
、
兵
尚
淫
天
地
…
…
」（
第
一
五
簡
）

　
　
　

部
は
「
兵
失
」
に
お
い
て
前
後
の
接
続
が
不
明
と
さ
れ
て
い
た
竹
簡
が
、「
兵
之
恒
失
」
で
は
本
文
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
を

表
し
、
二
重
傍
線
部
は
、
逆
に
は
じ
め
「
兵
失
」
本
文
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
竹
簡
が
、「
兵
之
恒
失
」
で
は
接
続
不
明
簡
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
を
示
し
て
い
る
。

　
「
兵
失
」「
兵
之
恒
失
」
の
両
者
を
比
較
す
る
と
、
一
見
し
て
「
兵
之
恒
失
」
本
文
に
、「
兵
之
恒
失
〜
」
や
「
〜
之
兵
也
」
と
い
っ

た
「
兵
」
に
関
す
る
記
述
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
本
文
献
の
篇
題
や
本
文
献
が
兵
の
敗
因
に
つ
い
て
列
挙
す
る
形
式
で
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
兵
之
恒
失
」
本
文
に
こ
れ
ら
の
竹
簡
が
編
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ま
た
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、「
兵
失
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
止
道
」
や
「
起
道
」
に
関
す
る
傍
線
部
の
内
容
が
、「
兵
之
恒
失
」

か
ら
は
削
除
さ
れ
た
こ
と
も
窺
え
る
。「
兵
失
」
で
は
、
傍
線
部
は
「
兵
善
を
見
れ
ど
も
怠
り
、
時
至
れ
ど
も
疑
い
、
非
を
去
れ
ど
も

居
る
こ
と
能
わ
ず）

8
（

」
と
い
う
文
脈
に
接
続
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
六
韜
』
文
韜
・
明
伝
篇
に
「
太
公
曰
く
〝
善
を
見
れ
ど
も
怠
り
、
時 

至
れ
ど
も
疑
い
、
非
を
知
れ
ど
も
処
る
。
此
の
三
者
は
道
の
止
ま
る
所
な
り）

9
（

〞」
と
あ
る
こ
と
と
類
似
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
か
ら

従
来
、「
兵
失
」
に
は
「
兵
の
敗
因
を
分
析
し
、
軍
事
行
動
で
は
止
道
（
停
滞
し
滅
亡
す
る
道
）
を
避
け
、
起
道
（
興
旺
し
勝
利
す
る

道
）
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
内
容
」
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
前
章
の
語
注
〈
9
〉
に
示
し
た
通
り
、『
逸
周
書
』
王
佩
篇
に
「
善
を
見
れ
ど
も
怠
り
、
時
至
れ
ど
も
疑
い
、
正
を
亡
く

し
邪
に
処
す
。
是
な
る
も
居
る
こ
と
能
わ
ず
。
此
失
を
得
る
の
方
な
り
。
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
こ
と
や
、
本
篇
に
お
い
て
は

「
兵
〜
○
○
者
也
」
と
い
う
句
形
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
兵
之
恒
失
」
に
お
い
て
「
兵
善
を
見
れ
ど
も
怠
り
、
時
至
れ
ど
も

疑
い
、
非
を
去
れ
ど
も
邪
に
処
り
、
是ぜ

を
是ぜ

と
す
れ
ど
も
居
る
こ
と
能
わ
ざ
る
は
、
断
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
者
な
り
」（
第
九
〜
一
〇

簡
）
と
再
編
さ
れ
た
こ
と
は
、
非
常
に
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

な
お
、
新
た
に
「
兵
之
恒
失
」
に
加
え
ら
れ
た
波
線
部
は
、
残
欠
簡
で
あ
り
接
続
が
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
今
後
、
よ
り
詳
細
な

検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
箇
所
に
関
し
て
は
以
上
で
述
べ
て
き
た
通
り
、「
兵
之
恒
失
」
の
排
列
が
「
兵
失
」
時
の

排
列
に
比
べ
、
よ
り
妥
当
な
形
へ
と
改
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
．「
兵
之
恒
失
」
の
文
献
的
性
格

　

本
章
で
は
、「
兵
之
恒
失
」
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
、
構
成
・
重
要
語
句
・
思
想
面
か
ら
三
節
に
分
け
て
分
析
を
加
え
る
。
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（
一
）
文
体
・
構
成
に
つ
い
て

　

本
節
で
は
、「
兵
之
恒
失
」
の
文
体
お
よ
び
構
成
に
着
目
し
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、「
兵
之
恒
失
」
の
文
体
に
注
目
す
る
と
、
兵
の
敗

因
が
「
〜
す
る
は
○
○
の
兵
な
り
」
や
「
兵
が
〜
す
る
は
、
○
○
者
な
り
」
と
い
う
一
定
の
形
式
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
戦
闘
に
関
す
る
内
容
を
こ
の
よ
う
に
箇
条
書
き
形
式
で
記
す
文
献
に
は
、
他
に
『
孫
子
』
謀
攻
篇）

10
（

や
『
孫
臏
兵
法
』
簒
卒
篇）

11
（

な
ど

が
あ
り
、「
兵
之
恒
失
」
が
こ
れ
ら
と
類
似
す
る
文
章
形
式
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

次
に
構
成
に
着
目
す
る
と
、「
兵
之
恒
失
」
で
は
、「
耗
兵
」
や
「
挫
兵
」
な
ど
戦
闘
に
お
い
て
敗
北
を
招
く
兵
が
列
挙
さ
れ
て
お

り
、
篇
全
体
を
通
し
て
自
戒
的
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
文
章
形
式
を
持
つ
『
孫
子
』
が
「
○
○
者
は

勝
つ
」
と
い
う
よ
う
に
勝
利
を
得
る
た
め
の
方
策
を
記
し
、
ま
た
『
孫
臏
兵
法
』
が
「
恒
に
勝
つ
に
五
有
り
。
○
○
は
勝
つ
…
…
」
や

「
恒
に
勝
た
ざ
る
に
五
有
り
。
○
○
は
勝
た
ず
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
戦
闘
に
お
け
る
勝
敗
の
両
因
を
記
し
て
い
る
こ
と
と
異
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
勝
因
に
触
れ
ず
敗
因
の
み
を
列
挙
す
る
「
兵
之
恒
失
」
の
記
述
に
は
、『
孫
子
』
や
『
孫
臏
兵
法
』
と
比
べ
、
よ
り
緊

迫
し
た
戦
闘
状
況
や
切
実
な
訓
戒
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
二
）「
兵
之
恒
失
」
に
お
け
る
「
天
下
」

　

本
節
で
は
、「
兵
之
恒
失
」
に
お
け
る
重
要
語
句
「
天
下
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
。「
兵
之
恒
失
」
中
に
は
、
第
一
一
簡
の

「
…
…
天
下
を
し
て
其
の
勝
を
利
せ
し
む
る
者
な
り
」
と
い
う
箇
所
に
「
天
下
」
の
語
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、「
…
…
天
下
全
体

に
戦
闘
の
勝
利
に
よ
っ
て
恩
恵
を
施
す
者
で
あ
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
本
文
献
が
、
天
下
全
体
の
統
治
を

視
野
に
入
れ
て
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

で
は
、
他
の
兵
家
の
文
献
に
お
い
て
「
天
下
」
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
。
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ま
ず
『
孫
子
』
に
は
、「
故
に
善
く
兵
を
用
い
る
者
は
、
人
の
兵
を
屈
し
て
戦
う
に
非
ざ
る
な
り
。
人
の
城
を
抜
き
て
攻
む
る
に
非

ざ
る
な
り
。
人
の
国
を
毀
ち
て
久
し
き
に
非
ざ
る
な
り
。
必
ず
全
き
を
以
て
天
下
に
争
う）

12
（

」（
謀
攻
篇
）
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
善
く
戦

う
者
は
、
必
ず
〔
敵
の
兵
力
や
国
力
を
〕
保
全
し
た
ま
ま
天
下
に
争
う
」
と
い
う
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
天
下
」
が

全
土
の
統
一
や
獲
得
を
視
野
に
入
れ
た
言
葉
で
は
な
く
、
争
い
が
展
開
さ
れ
る
場
所
を
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
窺
え
る）

13
（

。

　

次
に
、『
孫
子
』
よ
り
も
時
代
の
下
る
『
孫
臏
兵
法
』
や
『
呉
子
』
に
注
目
す
る
と
、
天
下
の
語
句
が
「
戦
い
勝
ち
て
強
立
ち
、
故

に
天
下
服
す
」（『
孫
臏
兵
法
』
見
威
王
篇
）
や
「
数し

ば

し
ば
勝
ち
て
、
天
下
を
得
る
者
は
稀
に
し
て
、
以
て
亡
ぶ
者
は
衆
し）

14
（

」（『
呉
子
』

図
国
篇
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
両
文
献
の
内
容
は
、「
戦
い
に
勝
ち
、
強
者
が
立
つ
の
で
、
全
土
が
服
従
す
る
」「
し
ば
し
ば
戦
い

勝
っ
て
全
土
を
統
治
で
き
る
の
は
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
尉
繚
子
』
に
も
「
国
車
は
閫こ

ん

よ

り
出
で
ず
、
組
甲
は
槖た

く

よ
り
出
で
ず
し
て
、
天
下
を
威
服
す
」（
兵
教
下
篇
）
と
あ
り
、「
兵
力
を
使
わ
ず
に
天
下
全
土
を
服
従
さ
せ

る
」
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、『
孫
臏
兵
法
』
や
『
呉
子
』
同
様
、
天
下
統
一
を
視
野
に
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

　

残
念
な
が
ら
、「
兵
之
恒
失
」
中
に
見
え
る
「
天
下
」
に
関
し
て
は
、
竹
簡
の
上
部
が
欠
損
し
て
お
り
全
体
の
文
意
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
た
め
厳
密
な
比
較
や
本
文
献
の
明
確
な
位
置
付
け
は
難
し
い
が
、
下
部
の
「
天
下
を
し
て
其
の
勝
を
利
せ
し
む
る
者
な
り
」
と
い

う
表
現
に
は
、
単
に
戦
場
と
し
て
の
「
天
下
」
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
『
孫
臏
兵
法
』
や
『
呉
子
』『
尉
繚
子
』
の
如
き
天
下
統
治
の

意
を
秘
め
た
「
天
下
」
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
三
）「
兵
之
恒
失
」
に
見
え
る
合
理
性

　

最
後
に
、「
兵
之
恒
失
」
の
思
想
的
特
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、「
兵
之
恒
失
」
の
特
徴
と
し
て
、
時
宜
や
禍
福
を
迅
速
か
つ

的
確
に
察
知
す
る
先
見
の
明
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
兵
力
を
用
い
る
こ
と
多
け
れ
ど
功
少
き
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は
、
時
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
」（
第
八
簡
）
や
「
兵
禍
福
を
未
だ
形あ

ら
われ

ざ
る
に
見
る
能
わ
ざ
る
は
、
備
え
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
」（
第
九

簡
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
れ
は
、『
孫
子
』
計
篇
に
見
え
る
「
廟
算
」（
開
戦
前
の
情
報
分
析
）
や
『
孫
臏
兵
法
』
簒
卒

篇
に
見
え
る
「
敵
を
糧は

か

り
険
を
計
れ
ば
勝
つ）

15
（

」
と
い
う
考
え
方
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
本
文
献
に
は
「
陣
を
善
く
し
、
背
嚮
を
知
り
、
地
形
を
知
れ
ど
も
、
兵
数
し
ば
困
す
る
は
、
国
勝
・
兵
勝
に
明
ら
か
な
ら
ざ

る
者
な
り
」（
第
一
三
〜
一
四
簡
）
と
布
陣
や
地
形
の
優
劣
に
言
及
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
文
脈
上
、

陣
や
背
嚮
、
地
形
の
優
劣
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
勝
利
獲
得
の
た
め
の
初
歩
的
要
素
と
し
て
肯
定
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
理
解

で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、『
孫
子
』
に
「
故
に
兵
を
用
い
る
の
法
、
高
陵
に
向
う
勿
れ
、
丘
を
背
す
る
に
逆む

か

う
勿
れ）

16
（

」（
軍
争

篇
）
や
、「
平
陸
に
は
易
き
に
処
り
て
高
き
を
右
背
に
す）

17
（

」（
行
軍
篇
）
と
い
う
「
兵
之
恒
失
」
と
同
様
の
表
現
が
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
兵
之
恒
失
」
が
戦
闘
前
の
情
報
分
析
の
重
要
性
や
、
地
形
を
戦
闘
に
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
説
く
点
に
は
、

『
孫
子
』
や
『
孫
臏
兵
法
』
の
ご
と
き
兵
権
謀
家
的
合
理
思
想
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
兵
之
恒
失
」
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
結
果
、「
兵
之
恒
失
」
は
『
孫
臏
兵
法
』
か

ら
除
外
さ
れ
、
新
た
に
「
論
政
論
兵
之
類
」
と
し
て
再
編
さ
れ
た
が
、
本
文
献
の
性
格
は
『
孫
臏
兵
法
』
と
非
常
に
近
く
、
強
い
関
連

性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。「
兵
之
恒
失
」
と
同
一
の
篇
題
木
牘
に
は
、「
将
敗
」
や
「
将
失
」
な
ど
他
に
も

一
一
篇
の
文
献
名
が
見
え
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
同
一
木
牘
に
篇
題
が
記
さ
れ
た
そ
れ
ら
一
二
篇
の
関
連
性
や
思
想
的
特
質

に
も
目
を
向
け
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
は
類
似
し
た
内
容
を
持
つ
「
論
政
論
兵
之
類
」
五
〇
篇
へ
と
視
野
を
広
げ
て
検
討
し
て
ゆ
く
必
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要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注（
1
） 
こ
れ
ら
は
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
と
称
さ
れ
る
。
そ
の
出
土
状
況
に
つ
い
て
は
、
山
東
省
博
物
館
臨
沂
文
物
組
「
山
東
臨
沂
西
漢
墓
発
現
「
孫
子

兵
法
」
和
「
孫
臏
兵
法
」
等
竹
簡
的
簡
報
」（『
文
物
』、
文
物
出
版
社
、
一
九
七
四
年
第
二
期 

所
収
）
に
詳
し
い
。

（
2
） 

一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
釈
文
を
掲
載
す
る
文
献
に
は
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
孫
子
兵
法
・
孫
臏
兵
法
』（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理

小
組
編
、
文
物
出
版
社
、
七
月
）
及
び
『
孫
臏
兵
法
』（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
、
文
物
出
版
社
、
二
月
）
が
あ
る
。

（
3
） 『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕』
に
は
、『
孫
子
兵
法
』『
孫
臏
兵
法
』『
尉
繚
子
』『
晏
子
』『
六
韜
』『
守
法
守
令
等
十
三
篇
』
が
収
録
さ
れ
る
。

な
お
、
竹
簡
の
釈
文
と
図
版
と
を
掲
載
す
る
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
』
は
〔
壹
〕
〜
〔
叁
〕
の
全
三
冊
が
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
（
現
在
、
第

二
輯
ま
で
刊
行
済
み
）。

（
4
） 「
兵
失
」
と
い
う
篇
題
は
、
整
理
者
（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
）
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
仮
題
で
あ
る
。

（
5
） 

図
は
「
兵
之
恒
失
」
中
、
完
整
簡
で
あ
る
第
五
簡
、
第
八
簡
、
第
九
簡
、
第
一
一
簡
を
参
考
に
作
成
し
た
。

（
6
） 

整
理
者
は
「
殃
毒
」
に
「
此
二
字
有
誤
、
拠
簡
文
、
以
当
作
〝
多
悔
〞」
と
注
し
て
い
る
。

（
7
） 

整
理
者
は
『
尉
繚
子
』
天
官
篇
の
引
用
を
『
群
書
治
要
』
巻
三
七
に
よ
っ
て
お
り
、
こ
の
引
用
と
今
本
『
尉
繚
子
』
の
該
当
箇
所
と
に
は
相

異
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
今
本
『
尉
繚
子
』
天
官
篇
に
は
「
非
所
謂
天
官
・
時
日
・
陰
陽
・
向
背
也
…
…
案
『
天
官
』
曰
〝
背
水
陣
為
絶
地
、

向
阪
陣
為
廃
軍
〞」
と
あ
る
。

（
8
） 

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
兵
見
善
而
怠
、
時
至
而
疑
、
去
非
而
弗
能
居
。」

（
9
） 

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
太
公
曰
〝
見
善
而
怠
、
時
至
而
疑
、
知
非
而
処
。
此
三
者
道
之
所
止
也
〞。」

（
10
） 

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
故
知
勝
者
有
五
。
知
可
以
戦
与
不
可
以
戦
者
勝
。
識
衆
寡
之
用
者
勝
。
上
下
同
欲
者
勝
。
以
虞
待
不
虞
者
勝
。
将

能
而
君
不
御
者
勝
。
此
五
者
知
勝
之
道
也
。」

（
11
） 

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
孫
子
曰
、
恒
勝
有
五
。
得
主
専
制
勝
。
知
道
勝
。
得
衆
勝
。
左
右
和
勝
。
糧
敵
計
険
勝
。
孫
子
曰
、
恒
不
勝
有
五
。

御
将
不
勝
。
不
知
道
不
勝
。
乖
将
不
勝
。
不
用
間
不
勝
。
不
得
衆
不
勝
。」
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（
12
） 

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
故
善
用
兵
者
、
屈
人
之
兵
而
非
戦
也
。
拔
人
之
城
而
非
攻
也
。
毀
人
之
国
而
非
久
也
。
必
以
全
争
于
天
下
。」

（
13
） 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
湯
浅
邦
弘
『
中
国
古
代
軍
事
思
想
史
の
研
究
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
に
詳
し
い
。

（
14
） 

原
文
は
以
下
の
通
り
。「
戦
勝
而
強
立
、
故
天
下
服
矣
。」（『
孫
臏
兵
法
』
見
威
王
篇
）、「
数
勝
、
得
天
下
者
稀
、
以
亡
者
衆
。」（『
呉
子
』

図
国
篇
）

（
15
） 
注
（
11
）
を
参
照
。

（
16
） 「
一
．「
兵
之
恒
失
」
釈
読
」
の
語
注
〈
10
〉
を
参
照
。

（
17
） 「
一
．「
兵
之
恒
失
」
釈
読
」
の
語
注
〈
10
〉
を
参
照
。

﹇
付
記
﹈　

本
稿
は
、
平
成
二
二
年
度
懐
徳
堂
研
究
出
版
助
成
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
）
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摘　要

銀雀山漢墓竹簡“兵之恒失”考釋

金城 未來

　　本文在釋讀收錄於《銀雀山漢墓竹簡〔貳〕》（文物出版社、2010 年 1 月）
的文獻“兵之恒失”的基礎上，進一歩分析其作爲文獻資料所具有的特質。
　　在銀雀山漢墓竹簡出土後不久，截止到 1975 年，“兵之恒失”都是作爲《孫
臏兵法》下編的一部分發表。但此後，由于遵循篇題木牘“兵之恒失”被排
除在《孫臏兵法》之外，重新組編到“論政論兵之類”中。
　　筆者首先要指出的是，“兵之恒失”所採用的分項列擧的簡明記述方式
與《孫子》與《孫臏兵法》的記述方式是極爲類似的。 
　　而且，“兵之恒失”與《孫子》、《孫臏兵法》的相同之處還在於它也論
述了迅速察知時機禍福、以及巧妙利用地形等方面的重要性。可以說，這些
都属於不依靠巫術而是重視人事的兵権謀家性質的思想。
　　特別値得注意的是，在對“天下”的認識上，“兵之恒失”與視天下爲
戰鬥場所的《孫子》不同，它與《孫臏兵法》、《呉子》等相同，認爲天下是
應加以統治的對象。由此可以推測它是在戰爭大規模化的戰亂時期產生并被
應用於實踐的文獻。
　　雖然“兵之恒失”被排除在《孫臏兵法》之外重編到“論政論兵之類”，
但通過以上的分析我們可以發現，“兵之恒失”與《孫臏兵法》在思想上是
很接近的，二者之間具有較彊的關聯性。今後有必要在更廣闊的研究視野下
把握二者，特別是結合其它的古逸書進行更進一歩考證。

キーワード：銀雀山漢墓竹簡,  『孫臏兵法』,  「兵之恒失」,  天下




